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○ 肝炎対策について

我が国のウイルス性肝炎の患者・感染者数は、Ｂ型で１１０～１４０万人、Ｃ型で１

９０～２３０万人存在すると推定されており、肝硬変や肝がんといったより重篤な疾病

への進行を防止するため、肝炎感染者の早期発見及び肝炎患者の早期・適切な治療の推

進が、国民の健康保持の観点から喫緊の課題となっている。

そこで、厚生労働省では、肝炎対策をより一層推進するため、平成２３年５月に、「肝

炎対策基本法」に基づく「肝炎対策基本指針」を策定し、同法の趣旨・理念を踏まえた

施策等を進めていくこととしており、インターフェロン医療費助成事業や委託医療機関

における肝炎ウイルス検査の無料化を含む新たな肝炎総合対策を推進している。

各都道府県におかれても、同法や基本指針を踏まえた肝炎対策の取組について、管内

市町村、関係団体・機関等に周知するとともに、その運用に遺漏なきようお願いする。

また、今後、具体的な施策の検討・実施など肝炎対策に係る種々の依頼をさせていた

だくので、御協力をお願いする。

平成２５年度予算案には、早期発見・早期治療の促進を始めとした各施策の推進を図

るため、約１８８億円を計上している。具体的には、

・肝炎治療促進のための環境整備、（１００億円）

・肝炎ウイルス検査の促進、（２９億円）

・健康管理の推進と安全・安心の肝炎治療の推進、肝硬変・肝がん患者

への対応、（７億円）

・国民に対する正しい知識の普及と理解、（２億円）

・研究の推進、 （５０億円）

を柱として、肝炎総合対策に引き続き取り組んでいくこととしているが、特に次の事項

については、その適正かつ円滑な実施に格段の御配慮をお願いする。

１．インターフェロン治療等を始めとする早期かつ適切な治療の一層の推進について

平成２０年度から取り組んでいるインターフェロン治療等の医療費に対する助成

については、自己負担限度額を引き下げるなど、利用しやすい制度の運用に努めて

おり、これまでの治療受給者証の平均新規交付件数は、約４万人強である。

平成２５年度においても、肝炎患者が早期に適切な治療を受けられるよう、引き

続き取り組むこととしている。

そこで、各都道府県におかれては、

（１）感染者であることを知らない者への対策として、肝炎ウイルス検査の受検

勧奨の強化、検診専門クリニックを含めた委託医療機関の箇所数の拡大、

（２）検査により肝炎であることの自覚があるが、通院していない者への対策と

して、産業医や地域のかかりつけ医、地域肝炎治療コーディネーターを通じ

た受療勧奨等による肝炎治療の必要性等、正しい知識の普及推進、

（３）肝炎のため通院しているが、治療に適した医療機関にアクセスできていな

い者への対策として、相談センター・地域医療機関等に関するホームページ

等での情報提供、肝疾患診療連携拠点病院等連絡協議会等を通じた地域の肝



- 2 -

疾患診療ネットワーク構築を始めとする、肝疾患診療連携拠点病院における

活動の支援、

（４）肝炎のため通院し、インターフェロン治療等を勧められている者への対策

として、医療費助成制度の更なる周知徹底、肝疾患相談センターに係る広報

強化、相談員に対する研修の充実及び医療機関等への積極的な配置、事業主

等に対する肝炎治療への配慮の要請

等、積極的な取組をお願いしたい。

２．肝炎ウイルス検査の促進等について

早期発見・早期治療の促進のため、平成２３年度から、肝炎ウイルス検査の未受

検者に対する個別の受検勧奨、治療に踏み切れない者等に助言を行うことで適切な

治療へとつなげるための人材養成（地域肝炎治療コーディネーター）、受療の促進

の一助となる肝炎に関する各種情報を掲載した手帳の配布等を実施している。

これらの取組について、下記のとおり、適切な受検勧奨及び適切な受療勧奨の一

層の促進等に取り組んでいただきたい。

（１）特定年齢の者を対象とした個別勧奨メニュー等の追加

① ４０歳以上の５歳刻みの者を対象とした個別勧奨

市町村が実施主体となって行う健康増進事業の肝炎ウイルス検診において、

受検に関する通知を対象者に直接送付する。

② 検査費用に係る自己負担分の負担軽減

個別勧奨対象者の肝炎ウイルス検査の自己負担分を無料とすることにより、

受検促進を図る。

③ 出張型検査の実施

検査会場を保健所や委託医療機関内だけでなく、県内各所の要請に応じた

場所を検査会場とすることも可能とする。

（２）適切な肝炎治療へつなげるための人材養成等メニューの追加

① 市町村の保健師、医療機関の看護師、企業等の健康管理担当者等に対し

て肝炎に関する情報（支援制度、医療提供体制等）を習得させ、治療に結

びついていない要治療者に助言を行う。

② 肝炎患者や肝炎ウイルス検査で陽性と判断された者等に対して、肝炎の

基礎情報から公的支援制度の概要、治療経過の記録等ができる手帳を配布

する。

また、平成２４年度からは、地域の相談窓口の利便性の向上のため、専門医療機

関に地域肝炎治療コーディネーター等の配置を行っているので、肝炎患者等が広く

相談を行うことができる体制の整備が図られるよう御協力をお願いしたい。

なお、都道府県、保健所設置市等が主体となって行う緊急肝炎ウイルス検査事業

を平成２５年度も継続して実施する。ついては、従前の肝炎ウイルス検査事業とと

もに、一人でも多くの感染者の早期発見に資するよう、積極的な広報、運用をお願

いしたい。
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３．肝疾患診療連携拠点病院について

都道府県においては、中核医療施設となる肝疾患診療連携拠点病院を原則１か所

選定していただき、

（１）肝疾患に係る一般的な医療情報の提供、

（２）都道府県内における肝疾患の専門医療機関等に関する情報の収集や紹介、

（３）医療従事者や地域住民を対象とした研修会、

（４）肝疾患に関する専門医療機関等との協議の場（肝疾患診療連携拠点病院等

連絡協議会）の設定

等の業務を行うともに肝疾患相談センターを設け、患者、キャリア、家族からの相

談等に応じていただいている。肝疾患相談センターに対する補助については、１拠

点病院当たりの補助としているので、引き続き積極的な活用をお願いする。

また、来年度には、拠点病院の肝疾患相談センターなどに社会保険労務士や産業

カウンセラーなどを配置し、就労継続を希望する肝炎患者に対し「治療と職業生活

の両立」に関する各種相談や適切な情報提供を行う「肝炎患者の就労に関する総合

支援モデル事業」を実施する予定である。今後実施する拠点病院を募集する予定で

あるので、積極的な参加をお願いしたい。

なお、国においてもこれら拠点病院を支援するため、「肝炎情報センター」のホ

ームページを活用した情報提供、各都道府県肝疾患診療連携拠点病院間連絡協議会

の開催や拠点病院職員に対する研修の実施等、各種の事業に取り組んでいるので、

各拠点病院との緊密な連携が図られるよう御協力をお願いしたい。

４．肝炎等肝疾患に係る普及啓発の一層の推進について

肝炎の早期発見・早期治療の促進、肝炎に係る偏見・差別の解消に向けては、肝

疾患についての正しい知識の更なる普及啓発が不可欠である。

平成２４年度からは、毎年７月２８日を「日本肝炎デー」とし、ＷＨＯが昨年設

定した世界肝炎デーやウイルス肝炎研究財団が取り組む肝臓週間と同時に実施して、

普及啓発の充実に取り組んでいるところである。

更に、厚生労働省では、来年度から、肝炎に関する知識や肝炎ウイルス検査の必

要性を分かりやすく伝え、あらゆる国民が肝炎への正しい知識を持ち、早期発見・

早期治療に向けて自ら積極的に行動していくことを目指した「肝炎総合対策推進国

民運動事業」を実施することとしている。

各都道府県におかれては、来年度以降も「日本肝炎デー」を中心とした重点的な

普及啓発活動、都道府県ホームページや広報紙を通じたＰＲなど、より一層積極的

な取組をお願いしたい。

また、

（１）肝炎ウイルス検査の受検勧奨強化

緊急肝炎ウイルス検査事業の委託医療機関を確保し、どこでも検査が受け

られるような体制を整備する。

（２）肝炎ウイルス検査や肝炎治療等に係る正しい知識の普及推進

検査により肝炎であることの自覚はあるが、通院していない者への対策と
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して、産業医やかかりつけ医などの身近な医師から、治療の必要性を伝える

などの普及啓発形態を工夫する。

（３）通院者に対する、治療に適した医療機関等の情報提供

肝疾患診療連携拠点病院や肝疾患相談センター、地域医療機関等に関する

情報を提供する。

（４）インターフェロン治療を勧められている者への情報提供

経済的負担が原因で治療を受けていない者に対しては、医療費助成制度の

存在を認識できるよう、気がつきやすい広報を工夫し、多忙又は治療に対す

る不安などが原因で治療を受けていない者に対しては、その悩みを解消でき

るよう、事業主等に対して肝炎治療への配慮の要請や肝疾患相談センターに

おける広報強化を行う。

など、各都道府県等の実情に応じた取組をお願いしたい。


































	肝炎.pdf
	表紙.pdf
	Taro-目次（肝炎室）
	Taro-H24主管課長会議資料（肝炎

	肝炎参考資料

